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右
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一 

 



 

本
年
度
白
書
は
、
低
成
長
へ
の
移
行
と
対
応
が
そ
の
骨
格
で
あ
る
。
同
時
に
高
成
長
か
ら
現
在
の
不
況
下
の
物

価
高
を
通
じ
、
低
成
長
に
入
る
に
当
た
つ
て
、
倒
産
、
失
業
な
ど
を
め
ぐ
り
、
中
小
特
に
小
規
模
企
業
の
経
営
が

困
難
な
状
態
に
あ
る
。 

一 

物
価
、
財
政
、
景
気
と
政
策
的
に
三
す
く
み
の
状
態
に
あ
り
、
基
盤
の
弱
い
中
小
企
業
者
は
、
景
気
の
先
行

き
に
関
心
と
不
安
を
抱
い
て
い
る
。 

二 

河
本
通
産
大
臣
は
低
成
長
路
線
を
批
判
し
て
い
る
し
、
政
府
自
民
党
の
高
成
長
政
策
体
系
は
、
土
台
を
変
え 

こ
の
現
況
を
ふ
ま
え
て
次
の
点
を
質
問
す
る
。 

政
府
の
不
況
対
策
は
後
手
後
手
で
有
効
性
を
欠
い
て
い
る
、
物
価
ば
か
り
叫
ん
で
い
て
は
、
見
込
み
違
い
と

な
る
と
思
う
が
ど
う
か
。
三
次
の
不
況
対
策
の
効
果
は
、
夏
頃
か
ら
上
向
く
か
、
年
度
末
の
景
気
水
準
を
ど
の

程
度
に
す
る
か
、
そ
の
青
写
真
を
示
さ
れ
た
い
。 
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企
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意
書 

三 

 



 

三 

中
小
企
業
が
低
成
長
移
行
に
対
応
す
る
問
題
点
に
つ
い
て 

3 

一
部
繊
維
製
品
で
は
生
産
価
格
の
十
倍
以
上
の
末
端
価
格
と
な
つ
て
い
る
よ
う
に
中
小
商
業
者
に
し
わ
寄

せ
さ
れ
る
現
状
に
あ
る
。 

2 

適
応
能
力
を
ど
の
よ
う
に
み
る
の
か
。 

1 

移
行
す
る
具
体
的
プ
ロ
セ
ス
を
示
さ
れ
た
い
。 

て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
口
先
で
低
成
長
、
本
音
は
高
成
長
を
考
え
て
い
る
。
今
後
の
実
質
成
長
率
を
ど
の
程
度

に
み
て
い
る
か
。 

現
時
点
の
位
置
は
こ
の
プ
ロ
セ
ス
の
ど
こ
か
、
も
う
低
成
長
に
入
つ
た
の
か
こ
れ
か
ら
入
ろ
う
と
し
て
い

る
の
か
の
み
か
た
を
示
さ
れ
た
い
。 

過
去
の
喰
い
つ
な
ぎ
か
、
政
策
金
融
が
有
効
で
あ
つ
た
の
か
、
中
小
企
業
本
来
の
体
質
な
の
か
、
対
応
能

力
の
な
い
も
の
は
、
つ
ぶ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
と
み
て
い
る
の
か
。 

四 

 



 

7 

納
入
業
者
に
対
し
て
他
商
品
の
押
し
付
け
販
売
行
為
、
歩
引
、
歩
積
取
引
、
手
伝
店
員
、
派
遣
マ
ネ
キ 

 

ン
、
不
当
返
品
、
値
引
や
宣
伝
費
の
協
賛
な
ど
双
方
の
力
関
係
で
弱
い
業
者
の
泣
寝
入
り
と
な
つ
て
い
る
、

こ
の
現
状
認
識
と
対
処
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

6 

六
十
日
以
上
の
手
形
が
公
然
と
ま
か
り
と
お
つ
て
い
る
、
正
確
な
実
体
を
掌
握
す
る
責
任
が
あ
る
、
中
小

企
業
庁
の
権
限
に
よ
る
立
入
検
査
を
行
う
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

5 

低
成
長
が
根
を
お
ろ
せ
ば
、
よ
り
親
企
業
の
強
い
支
配
下
で
一
方
的
単
価
の
押
し
付
け
と
不
当
な
切
り
捨

て
が
多
く
発
生
す
る
で
あ
ろ
う
、
見
解
と
対
処
を
示
さ
れ
た
い
。 

4 
中
小
企
業
事
業
分
野
確
保
の
法
制
化
に
つ
い
て
政
府
の
考
え
方
と
施
策
を
示
さ
れ
た
い
。 

下
請
企
業
振
興
協
会
の
活
動
情
況
と
活
動
強
化
を
図
る
べ
き
と
思
う
が
ど
う
か
。 

流
通
政
策
の
基
本
的
在
り
方
、
そ
こ
に
お
け
る
中
小
商
業
対
策
に
つ
い
て
明
確
に
さ
れ
た
い
。 

公
正
取
引
委
員
会
の
手
形
取
引
に
つ
い
て
の
見
解
と
措
置
を
示
さ
れ
た
い
。 

五 

 



 

 

六 
四 
中
小
企
業
の
危
機
打
開
の
た
め
、
個
人
事
業
税
撤
廃
、
貸
出
し
金
利
の
引
き
下
げ
を
直
ち
に
実
施
す
べ
き
と

考
え
る
が
ど
う
か
。 

五 

輸
出
の
減
少
、
途
上
国
の
追
い
上
げ
等
に
中
小
企
業
は
あ
え
い
で
い
る
、
こ
の
追
い
上
げ
の
原
因
は
、
我
が

国
大
企
業
の
途
上
国
へ
の
資
本
進
出
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
国
際
分
業
論
は
、
加
工
度
、
付
加
価
値
度
に
よ
る

も
の
で
、
す
べ
て
大
企
業
擁
護
、
中
小
企
業
犠
牲
の
議
論
で
あ
る
が
、
府
政
の
見
解
と
海
外
進
出
企
業
の
チ
ェ

ッ
ク
に
つ
い
て
の
所
見
を
示
さ
れ
た
い
。 

六 

中
小
企
業
省
を
設
置
す
べ
き
と
思
う
が
ど
う
か
。 

右
質
問
す
る
。 


